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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　操作信号を受信する受信部と、
　音を出力する音出力部と、
　情報を記憶する記憶装置と、
　前記受信部が受信した操作信号に基づき前記音出力部の動作を制御する制御部と、
　を備えた空気調和機であって、
　前記記憶装置は、
　当該空気調和機の属性情報を記憶しており、
　前記受信部は、
　前記記憶装置が記憶している前記属性情報を出力すべき旨の操作信号を受信し、
　前記制御部は、
　その操作信号に基づき前記記憶装置に格納されている前記属性情報を読み出し、
　前記音出力部に、その属性情報に対応した音を出力するように指示する
　ことを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　前記受信部は、
　前記記憶装置が記憶している情報から所定のものを出力すべき旨の操作信号を受信し、
　前記制御部は、
　前記記憶装置が記憶している情報のうちその操作信号に対応したものを読み出し、
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　前記音出力部に、その情報に対応した音を出力するように指示する
　ことを特徴とする請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記音出力部は、
　出力する音の鳴動パターンまたは周波数を変更可能に構成されており、
　前記制御部は、
　前記操作信号が出力すべき旨を指示する情報の内容に応じて、
　鳴動パターンまたは周波数を変更した音を出力するように前記音出力部へ指示する
　ことを特徴とする請求項２に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記記憶装置は、
　当該空気調和機の制御プログラムのバージョン番号を記憶しており、
　前記受信部は、
　前記記憶装置が記憶している前記属性情報及び制御プログラムのバージョン番号を出力
すべき旨の操作信号を受信し、
　前記制御部は、
　その操作信号に基づき前記記憶装置に格納されている前記属性情報及び制御プログラム
のバージョン番号を読み出し、
　前記音出力部に、その属性情報及び制御プログラムのバージョン番号に対応した音を出
力するように指示する
　ことを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の空気調和機。
【請求項５】
　請求項１～４の何れか一項に記載の空気調和機と、
　前記空気調和機の属性情報を格納したデータベースを備えるサーバと、
　前記サーバと通信する通信装置と、
　を有するサポートシステムであって、
　前記データベースは、
　前記属性情報とともに、
　その属性情報に関連付けられた前記空気調和機の付帯情報を格納しており、
　前記通信装置は、
　音声を入力する音声入力部を備えており、
　前記音出力部が出力する音を前記音声入力部により取得し、
　その音を前記サーバに送信し、
　前記サーバは、
　その音を解析してその音が表す前記属性情報を前記データベースから取得し、
　その属性情報に関連付けられた前記付帯情報を前記データベースから取得し、
　前記通信装置にその付帯情報を送信する
　ことを特徴とするサポートシステム。
【請求項６】
　前記データベースは、
　前記属性情報に関連付けられた前記空気調和機の制御プログラムを格納しており、
　前記サーバは、
　前記通信装置より前記音を受信すると、
　その音を解析してその音が表す前記属性情報を前記データベースから取得し、
　その属性情報に関連付けられた前記制御プログラムを前記データベースから取得し、
　前記通信装置にその制御プログラムを送信し、
　前記通信装置は、
　その制御プログラムを前記空気調和機に転送する
　ことを特徴とする請求項５に記載のサポートシステム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気調和機、およびその空気調和機のユーザ利用やメンテナンス作業などを
サポートするシステムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、民生機器の顧客サポートシステムに関し、『民生機器の管理が迅速且つ充実して
得られるようにした顧客サポートシステムを提供すること。』を目的とした技術として、
『ユーザのエアコン１と、メーカのユーザサポートサーバ３及びメーカのウエブサーバ６
にアクセス可能な携帯電話２を用い、この携帯電話２によりエアコン１の維持管理に必要
な情報の授受転送を行い、ユーザサポートサーバ３及びウエブサーバ６による各種の対応
が行えるようにした』というものが提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　また、『機器管理情報を通知する手段を持たない機器の状態を認識して、ホストコンピ
ュータに通知することができる機器管理装置を提供すること。』を目的とした技術として
、『マイク１によって得られた印刷装置１０のブザー１２からの音声信号（エラー状態通
知情報）は、情報変換用データ４のデータテーブルに記憶されているパターンと照合され
る。情報変換用データ４内には、検知すべき周波数分布と発音パターンが保存されており
、情報変換用データ４内のデータテーブルには、この様々な周波数分布と発音パターンに
対応した機器管理情報が記憶されている。情報変換部３は、受信した音声信号が情報変換
用データ４に記憶されているパターンに規定された誤差範囲で合致しているかどうか判断
し、一致している場合、データテーブル内の該当する機器管理情報を参照してエラー状態
であると判断し、通信部５を介してその旨をホストコンピュータ２０に通知する。』とい
うものが提案されている（特許文献２）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００４－１０２８０２号公報（要約）
【特許文献２】特開２００２－１２５０８４号公報（要約）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記特許文献１に記載の技術では、エアコン１と携帯電話２を接続するためのインター
フェースが別途必要になり、エアコン１と携帯電話２はそのための通信手段や接続プログ
ラム等を備えなければならない。
　また、上記特許文献２に記載の技術では、被管理機器（印刷装置１０）が既定機能とし
て備えるブザー１２からの音声信号によりエラー状態等を判断するため、通知することの
できる機器状態が、エラー状態等の一定のものに限定される。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、簡易な手法で種々
の機器状態を管理することのできる空気調和機、およびその空気調和機のユーザ等をサポ
ートするシステムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る空気調和機は、操作信号を受信する受信部と、音を出力する音出力部と、
情報を記憶する記憶装置と、前記受信部が受信した操作信号に基づき前記音出力部の動作
を制御する制御部と、を備えた空気調和機であって、前記記憶装置は、当該空気調和機の
属性情報を記憶しており、前記受信部は、前記記憶装置が記憶している前記属性情報を出
力すべき旨の操作信号を受信し、前記制御部は、その操作信号に基づき前記記憶装置に格
納されている前記属性情報を読み出し、前記音出力部に、その属性情報に対応した音を出
力するように指示するものである。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明に係る空気調和機によれば、音の出力により、記憶装置に格納されている情報を
外部に通知することができるので、情報を通知するための専用の通信手段や制御プログラ
ムが必要なく、空気調和機および通信装置の機器構成の簡易やコスト等の観点から有利で
ある。
　また、記憶装置に格納されている情報に対応した音を出力するので、音の内容が固定的
でなく、種々の情報を音の出力により外部に通知することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係るサポートシステムの構成図である。
　図１のサポートシステムは、空気調和機１００のユーザ利用やメンテナンス作業等を支
援するためのシステムであり、空気調和機１００、携帯電話２００、およびサーバ３００
を有する。
　以後、メンテナンス作業をサポートすることを前提に説明を行うが、ユーザ利用等をサ
ポートすることに関しても同様であることを付言しておく。
【００１０】
　空気調和機１００は、受信部１１０、音出力部１２０、メモリ１３０、制御部１４０、
リモコン１５０を備える。
　受信部１１０は、リモコン１５０が送信する操作信号を受信し、制御部１４０にその操
作信号を出力する。
　音出力部１２０は、制御部１４０の指示に基づき、後述の図５で説明するような鳴動パ
ターンの音を出力する。
　メモリ１３０は、空気調和機１００の機種、販売年度などの属性情報を記憶している。
記憶内容は、空気調和機１００の製造・出荷等の時点で格納してもよいし、後に適当なイ
ンターフェースを介して書き込んでもよい。
　制御部１４０は、空気調和機１００の各部の動作を制御する。
　リモコン１５０は、ユーザがこれを用いて空気調和機１００に対する操作指示を入力し
、その内容を操作信号として受信部１１０に送信するものである。
【００１１】
　受信部１１０は、リモコン１５０が送信する操作信号に合わせたインターフェースを適
宜備える。
　音出力部１２０は、スピーカ等の音声出力デバイスから構成され、制御部１４０の指示
に基づき、出力する音の鳴動パターンまたは周波数を変更可能に構成されている。
　メモリ１３０は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）、フラッシュ
メモリなどの書き込み可能な記憶装置で構成される。
　制御部１４０は、その機能を実現する回路デバイスなどのハードウェアで構成すること
もできるし、マイコンやＣＰＵなどの演算装置とその動作を規定する制御プログラムで構
成することもできる。
【００１２】
　携帯電話２００は、ネットワーク４００を介してサーバ３００と通信する機能と、音出
力部１２０が出力する音を受信してサーバ３００に送信する機能とを備える。
　音をサーバ３００に送信する方式は、携帯電話２００の通話機能によるものでもよいし
、携帯電話２００にてその音をデジタルサンプリングし、音声データとしてデータ通信に
よりサーバ３００へ送信するものでもよい。その他、適当な方式を用いてもよい。
【００１３】
　サーバ３００は、演算部３１０、データベース３２０を備える。
　演算部３１０は、携帯電話２００が送信する音を適当なインターフェースを介して受信
し、後に説明するように、データベース３２０が格納している情報テーブルを照会する。
　データベース３２０は、後述の図２で説明する情報テーブルを格納している。
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【００１４】
　ネットワーク４００は、携帯電話２００とサーバ３００を接続する。通信方式などは、
それぞれが備えるインターフェース、音の送信方式などに応じて適当なものを適宜用いる
ものとする。
【００１５】
　図２は、データベース３２０が格納している情報テーブルの構成とデータ例を示すもの
である。情報テーブルは、空気調和機１００の属性情報、および種々の付帯情報を格納し
ているものである。
　図２の情報テーブルは、「機種番号」列、「販売年度」列、「機種名」列を有する。
　「機種番号」列には、空気調和機１００の機種を特定する文字列（機種番号）が格納さ
れる。
　「販売年度」列には、「機種番号」列の値で特定される機種の販売年度が格納される。
　「機種名」列には、「機種番号」列の値で特定される機種の名称が格納される。
　これらの列以外にも、適宜必要な列を設けてもよい。
【００１６】
　本実施の形態１における「通信装置」は、携帯電話２００がこれに相当する。
　また、音入力部は、携帯電話２００が備える図示しない通話部がこれに相当する。
【００１７】
　また、「属性情報」は、空気調和機１００を特定するに足る、機種番号や販売年度など
の情報がこれに相当する。
　また、「付帯情報」は、図２の情報テーブルが格納している情報のうち、「属性情報」
に相当するもの以外の列の内容がこれに相当する。
　いずれの値を「属性情報」「付帯情報」とするかは、空気調和機１００の仕様や設置環
境などの状況に合わせて、適宜設定すればよい。
【００１８】
　また、受信部１１０は、リモコン１５０から操作信号を受信することとしたが、リモコ
ン１５０以外にも、空気調和機１００本体が備える操作ボタンなどから同様の操作信号を
受信するように構成してもよいし、これらを併用してもよい。
【００１９】
　図３は、空気調和機１００のメンテナンス作業時に、図１のサポートシステムを利用す
る際の、各機器の動作シーケンスを示すものである。以下、各ステップについて説明する
。
【００２０】
（Ｓ３０１）
　作業員は、携帯電話２００を操作し、サーバ３００への接続要求を発行する。このとき
の接続は、後に音をサーバ３００へ送信する際に用いられるものであるため、接続方式は
サーバ３００の受信方式に合わせて適当なものを用いる。
（Ｓ３０２）
　サーバ３００は、携帯電話２００からの接続要求を受信し、携帯電話２００との間で接
続を確立する。
（Ｓ３０３）
　携帯電話２００は、サーバ３００との接続の確立後、音出力部１２０から出力される鳴
動音の受信を待機する状態となる。
【００２１】
（Ｓ３０４）
　作業員は、リモコン１５０を操作し、空気調和機１００をメンテナンス作業用の特殊モ
ードに移行すべき旨の操作信号をリモコン１５０より送信させる。
　ここでいう特殊モードとは、空気調和機１００の運転状態によらず、リモコン１５０か
ら送信された信号に応じて空気調和機１００がメモリ１３０に格納している機種番号や異
常内容などの情報を読み出し、その格納している情報に応じた鳴動音を音出力部１２０よ
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り発することができる状態のこととする。
　なお、このときの操作信号の内容には、メモリ１３０が記憶している情報のうち、いず
れのものを出力すべきかを指示する内容が含まれているものとする。詳細は後述の図５で
説明する。
【００２２】
（Ｓ３０５）
　受信部１１０は、リモコン１５０が送信した操作信号を受信し、制御部１４０に出力す
る。制御部１４０は、リモコン１５０から受信した操作信号を解析し、その結果、特殊モ
ードへ移行させるべき旨を指示する信号である場合、空気調和機１００の動作状態を特殊
モードに移行させる。
（Ｓ３０６）
　制御部１４０は、受信した操作信号が指示する情報をメモリ１３０から読み出す。
　ここでは、メモリ１３０には、空気調和機１００の機種番号と販売年度が記憶されてい
るものとする。
　次に、制御部１４０は、読み出した情報の内容を表す鳴動音を出力するよう、音出力部
１２０に指示する。この鳴動パターン例については、後述の図５で改めて説明する。
　音出力部１２０は、制御部１４０の指示に基づき、メモリ１３０に格納されている上記
情報の内容を表す鳴動パターンで鳴動音を出力する。
【００２３】
（Ｓ３０７）
　携帯電話２００は、音出力部１２０が出力した鳴動音を受信する。
（Ｓ３０８）
　携帯電話２００は、ステップＳ３０７で受信した鳴動音をサーバ３００に送信する。
（Ｓ３０９）
　サーバ３００の演算部３１０は、携帯電話２００が送信した鳴動音を受信する。
【００２４】
（Ｓ３１０）
　演算部３１０は、ステップＳ３０９で受信した鳴動音を解析し、その鳴動パターンが表
す、空気調和機１００の機種番号と販売年度を取得する。なお、鳴動パターンが表す情報
の内容については、あらかじめ規則を定めておき、空気調和機１００とサーバ３００の間
でその規則を共有しておくものとする。
　次に、演算部３１０は、取得した機種番号と販売年度をキーにして、データベース３２
０を照会し、該当するエントリから機種名等の付帯情報を取得する。このとき、取得可能
であれば（図２の情報テーブルに格納されていれば）、異常内容、修理方法、交換部品名
などの必要事項を併せて取得する。
【００２５】
（Ｓ３１１）
　演算部３１０は、ステップＳ３１０で取得した各照会結果を、携帯電話２００に送信す
る。
（Ｓ３１２）
　携帯電話２００は、サーバ３００がステップＳ３１１で送信した情報を受信する。
（Ｓ３１３）
　携帯電話２００は、備えているディスプレイなどに、ステップＳ３１２で受信した情報
を画面表示する。
　作業員は、表示された情報を利用して、メンテナンス作業を実施する。
【００２６】
　図４は、図３の動作シーケンスにおける空気調和機１００の動作フローである。以下、
各ステップについて説明する。
【００２７】
（Ｓ４０１）
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　ユーザは、空気調和機１００の電源をＯＮし、空気調和機１００に電源を供給し、空気
調和機１００内の記憶装置等に格納された制御プログラムを起動させる。以後、制御プロ
グラムは制御部１４０の動作を規定する。
（Ｓ４０２）
　制御部１４０は、リモコン１５０からの信号を受信できる待機状態となる。
【００２８】
（Ｓ４０３）
　ユーザは、リモコン１５０を操作し、空気調和機１００を先に述べた特殊モードに移行
させるべき旨の操作信号を送信するように指示する。
（Ｓ４０４）
　リモコン１５０は、空気調和機１００の受信部１１０に、特殊モードに移行すべき旨の
操作信号を送信する。
【００２９】
（Ｓ４０５）
　受信部１１０は、ステップＳ４０４でリモコン１５０が送信した操作信号を受信し、制
御部１４０に出力する。
　制御部１４０は、リモコン１５０から送信された特殊モードの信号を冷凍空調装置が受
信できたか判定を行う。
　このとき、外乱ノイズや部品故障などによりリモコン１５０からの信号を受信できない
場合は、ステップＳ４０２に戻り、再度リモコン１５０からの信号受信待ちの状態となる
。リモコン１５０から送信された信号を受信できた場合は、ステップＳ４０６へ進む。
【００３０】
（Ｓ４０６）
　制御部１４０は、空気調和機１００の動作状態を先に述べた特殊モードに移行させる。
（Ｓ４０７）
　制御部１４０は、ステップＳ４０５で受信した操作信号（特殊モード信号）の内容を解
析し、その内容に含まれる空気調和機１００の機種番号と販売年度を取得する。
　次に、制御部１４０は、読み出した情報の内容を表す鳴動音を出力するよう、音出力部
１２０に指示する。
　音出力部１２０は、制御部１４０の指示に基づき、メモリ１３０に格納されている情報
の内容を表す鳴動パターンで鳴動音を出力する。
【００３１】
（Ｓ４０８）
　制御部１４０は、特殊モード状態で再度特殊モード信号を受信したか否かを判定する。
再度受信した場合はステップＳ４０７へ戻り、受信しなかった場合はステップＳ４０９へ
進む。
（Ｓ４０９）
　制御部１４０は、リモコン１５０より特殊モード解除信号を受信したか否かを判定する
。受信しなかった場合はステップＳ４０７へ戻り、受信した場合はステップＳ４１０へ進
む。
（Ｓ４１０）
　制御部１４０は、空気調和機１００を特殊モード状態から解除する。空気調和機１００
は、特殊モード状態から解除後は、受信した信号に従い空調動作を行う。
【００３２】
　図５は、音出力部１２０が、リモコン１５０が送信する特殊モード信号の指示に応じて
音を出力する際の鳴動パターン例である。
　音出力部１２０は、出力する音の鳴動パターンにより、以下のような情報を表現する。
【００３３】
（１）情報の種別
　鳴動パターンの開始部分で、所定時間αの間隔でＯＮ／ＯＦＦを行う鳴動音を発する。
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このときのＯＮ／ＯＦＦパターンにより、これから何の情報についての音を出力するか（
情報種別）を表現する。
　これにより表す情報種別の例としては、例えば「機種番号」「販売年度」などが考えら
れる。
（２）情報の内容
　上記（１）の鳴動パターンに続き、（１）で特定される情報の種別の具体的な内容を、
所定時間γの間隔でＯＮ／ＯＦＦを行う鳴動パターンにより表現する。
（３）ＯＦＦ区間
　上記（１）と（２）の鳴動パターンの間には、両者の区切りを意味する間隔βを挿入し
ておく。
【００３４】
　音出力部１２０は、特殊モードに移行したとき、制御部１４０の指示に基づき、表現す
る情報に応じたブザー音を、上記（１）～（３）のような鳴動パターンを用いて発する。
これにより、メモリ１３０に格納されている情報を、ブザー音の鳴動パターンにより出力
することが可能となる。
　なお、音出力部１２０が出力する音のＯＮ／ＯＦＦのパターンで上記（１）～（３）の
内容を表現してもよいし、これらの他に、間隔α～γを可変できるように構成し、より多
様な情報を表現できるように構成してもよい。さらには、音の周波数を可変に構成し、こ
れらの組み合わせにより情報を表現するようにしてもよい。
【００３５】
　例えば、空気調和機１００の販売年度を次のようにして表現する。
（１）販売年度の情報であることを判別させる為に、αを２秒とし２回鳴動させる。
（２）販売年度の年数を表現させる前に、ブザーをＯＦＦする為のβを１秒とする。
（３）年度を表現させる為にγを０．５秒とし、７回鳴動させる。
【００３６】
　上記のような鳴動パターンで発せられた音は、先の図３で説明したように、サーバ３０
０の演算部３１０によって解析され、その内容をもってデータベース３２０を照会し、携
帯電話２００に照会結果を送信する。
【００３７】
　図５で説明した鳴動パターンは一例であり、鳴動パターンはこれに限られるものではな
い。また、音出力部１２０が発する音はブザー音に限られるものではなく、時間間隔、周
波数、音パターンで情報を表現できるものであれば、任意のものでよい。
　ブザー音を用いる場合は、既存の報知音発生器などを転用することができるので、構成
の簡易等の観点から便宜であろう。
【００３８】
　なお、図３の説明において、サーバ３００の演算部３１０は、携帯電話２００が送信し
た鳴動音を解析し、その内容に含まれる情報に基づきデータベース３２０を照会するとし
たが、データベース３２０が格納している情報に相当する情報を、空気調和機１００が自
ら発信するように構成してもよい。この場合は、データベース３２０は不要となる。
　また、上記のように空気調和機１００が自ら情報を発信する構成に加え、データベース
３２０を併用してもよい。
【００３９】
　また、図３の説明において、音出力部１２０が鳴動音を発する前に携帯電話２００をサ
ーバ３００に接続しておくこととしたが、サーバ３００への接続前に携帯電話２００で音
を受信してこれを録音しておき、後にサーバ３００に接続して、その録音データを送信す
るように構成してもよい。
【００４０】
　また、「機種番号」「販売年度」をキーとしてデータベース３２０を照会することを説
明したが、これに限られるものではなく、適宜必要な構成を用いて照会できるように構成
すればよい。
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【００４１】
　また、本実施の形態１において、携帯電話２００を介して音をサーバ３００に送信する
ことを説明したが、その他の通信装置を用いて送信してもよい。どのような通信装置を用
いるかは、サーバ３００が備えるインターフェースなどに応じて適宜定めればよい。
【００４２】
　以上のように、本実施の形態１に係るサポートシステムでは、空気調和機１００から鳴
動音を発し、携帯電話２００を介して鳴動音をサーバ３００に送信し、サーバ３００はそ
の解析結果に基づき携帯電話２００に空気調和機１００の付帯情報を送信する。
　そのため、サービス現場（例えばメンテナンス作業場所など）にて、作業ハンドブック
やマニュアルなどの資料が手元に無くとも、空気調和機１００の機種名や異常などの情報
を携帯電話に送信し、作業員はその内容を確認して作業を行うことができる。
　したがって、作業ハンドブックやマニュアルなどの資料が手元に無くとも、メーカに必
要な作業項目などを逐一問い合わせることなく、円滑に作業を行うことができる。
【００４３】
　また、本実施の形態１では、携帯電話２００で取得した鳴動音をサーバ３００に転送す
るのみで、その空気調和機１００の種々の付帯情報が得られる。
　そのため、空気調和機１００と携帯電話２００の間の専用の通信インターフェースや通
信プログラムを設ける必要がなく、これらの機器の構成の簡易の観点、サポートシステム
自体の構成コスト低減の観点から、有利である。
【００４４】
　また、本実施の形態１では、空気調和機１００が発する鳴動音は、間隔、周波数、鳴動
パターンなどを可変に構成されているので、「異常発生」「異常停止」といった比較的単
純な情報のみならず、様々な情報を表現することができる。
　そのため、メンテナンス作業等を行う作業員は、携帯電話２００で様々な情報を得るこ
とができ、円滑な作業に資する。また、サーバ３００が備えるデータベース３２０を併用
することで、さらに多くの情報が得られる。
【００４５】
実施の形態２．
　実施の形態１では、空気調和機１００の機種番号や異常などの情報を確認するための構
成と動作例について説明した。
　本発明の実施の形態２に係るサポートシステムでは、実施の形態１と同様の構成の下、
空気調和機１００の制御部１４０の動作を規定する制御プログラムの書き換えを行う動作
例について説明する。
　なお、データベース３２０は、空気調和機１００の機種毎に、最新の制御プログラムを
格納しているものとする。その他の各機器の構成は、実施の形態１で説明した図１～図２
と同様であるため、説明を省略する。
【００４６】
　図６は、本実施の形態２における制御プログラムの書換動作シーケンスを説明するもの
である。以下、各ステップについて説明する。
【００４７】
（Ｓ６０１）～（Ｓ６０３）
　実施の形態１の図３で説明したステップＳ３０１～Ｓ３０３と同様であるため、説明を
省略する。
（Ｓ６０４）
　作業員は、リモコン１５０を操作し、空気調和機をメンテナンス作業用の特殊モードに
移行すべき旨の操作信号をリモコン１５０より送信させる。
　なお、このときの操作信号の内容には、これから制御プログラムを書き換える作業を行
う旨を示す内容が含まれているものとする。
（Ｓ６０５）
　実施の形態１の図３で説明したステップＳ３０５と同様であるため、説明を省略する。
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【００４８】
（Ｓ６０６）
　制御部１４０は、空気調和機１００の機種番号をメモリ１３０から読み出す。
　次に、制御部１４０は、読み出した機種番号を表す鳴動音を出力するよう、音出力部１
２０に指示する。また、制御プログラムを書き換える旨を表す音を同時に出力するよう、
併せて指示する。
　音出力部１２０は、制御部１４０の指示に基づき、メモリ１３０に格納されている機種
番号を表す鳴動パターンで鳴動音を出力する。また、制御プログラムを書き換える旨を表
す音を同時に出力する。
　このときの音の内容は、例えば図５の時間αの区間にて、制御プログラムを書き換える
旨を表し、時間γの区間にて、空気調和機１００の機種番号を表す、などとすればよい。
【００４９】
（Ｓ６０７）～（Ｓ６０９）
　実施の形態１の図３で説明したステップＳ３０７～Ｓ３０９と同様であるため、説明を
省略する。
（Ｓ６１０）
　演算部３１０は、ステップＳ６０９で受信した鳴動音を解析し、その鳴動パターンが表
す、空気調和機１００の機種番号を取得する。
　次に、演算部３１０は、取得した機種番号をキーにしてデータベース３２０を照会し、
該当するエントリから最新の制御プログラムを取得する。
　次に、演算部３１０は、ステップＳ６１０で取得した制御プログラムを、携帯電話２０
０に送信する。
【００５０】
（Ｓ６１１）
　携帯電話２００は、サーバ３００がステップＳ６１０で送信した制御プログラムを受信
する。
（Ｓ６１２）
　携帯電話２００は、ステップＳ６１１で受信した制御プログラムを、空気調和機１００
に転送する。転送に用いるインターフェースは、例えば赤外線通信など、適宜必要なもの
を用いる。
【００５１】
（Ｓ６１３）
　空気調和機１００は、ステップＳ６１２で携帯電話２００が送信した制御プログラムを
受信する。
（Ｓ６１４）
　空気調和機１００は、ステップＳ６１３で受信した制御プログラムの内容で、既存の制
御プログラムを書き換える。
【００５２】
　また、「機種番号」をキーとしてデータベース３２０を照会することを説明したが、こ
れに限られるものではなく、適宜必要な構成を用いて照会できるように構成すればよい。
【００５３】
 以上のように、本実施の形態２に係るサポートシステムでは、携帯電話２００を介して
サーバ３００より最新の制御プログラムを取得する。
　そのため、制御プログラムが内蔵されているマイクロコンピュータやＥＥＰＲＯＭとい
った部品が実装されている基板を交換せずとも、空気調和機１００の制御プログラムを最
新のものに変更することが可能となる。
【００５４】
　また、空気調和機１００の機種番号を音により取得し、その機種番号に対応した最新の
制御プログラムを自動的に取得することができるので、制御プログラムの書き換えに係る
作業負担が軽減される。
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【００５５】
実施の形態３．
　実施の形態２では、常時最新の制御プログラムを取得する動作例について説明した。
　本発明の実施の形態３に係るサポートシステムでは、制御プログラムを書き換える必要
がある場合のみ最新の制御プログラムを取得する動作例について説明する。
　なお、メモリ１３０は、空気調和機１００の機種番号とともに、現在用いている制御プ
ログラムのバージョン番号が格納されているものとする。その他の機器構成は実施の形態
１～２と同様であるため、説明を省略する。
【００５６】
　図７は、本実施の形態３における制御プログラムの書換動作シーケンスを説明するもの
である。以下、各ステップについて説明する。
【００５７】
（Ｓ７０１）～（Ｓ７０５）
　実施の形態２の図６で説明したステップＳ６０１～Ｓ６０５と同様であるため、説明を
省略する。
【００５８】
（Ｓ７０６）
　制御部１４０は、空気調和機１００の機種番号と制御プログラムのバージョン番号をメ
モリ１３０から読み出す。
　次に、制御部１４０は、読み出した機種番号と制御プログラムのバージョン番号を表す
鳴動音を出力するよう、音出力部１２０に指示する。また、制御プログラムを書き換える
旨を表す音を同時に出力するよう、併せて指示する。
　音出力部１２０は、制御部１４０の指示に基づき、メモリ１３０に格納されている機種
番号と制御プログラムのバージョン番号を表す鳴動パターンで鳴動音を出力する。また、
制御プログラムを書き換える旨を表す音を同時に出力する。
　このときの音の内容は、例えば図５の時間αの区間にて、制御プログラムを書き換える
旨を表し、時間γの区間にて、空気調和機１００の機種番号と制御プログラムのバージョ
ン番号を表す、などとすればよい。機種番号とバージョン番号の間には、間隔βを挿入す
るなどとして、適宜区別すればよい。
【００５９】
（Ｓ７０７）～（Ｓ７０９）
　実施の形態１の図３で説明したステップＳ３０７～Ｓ３０９と同様であるため、説明を
省略する。
（Ｓ７１０）
　演算部３１０は、ステップＳ７０９で受信した鳴動音を解析し、その鳴動パターンが表
す、空気調和機１００の機種番号と制御プログラムのバージョン番号を取得する。
　次に、演算部３１０は、取得した機種番号をキーにしてデータベース３２０を照会し、
該当するエントリから最新の制御プログラムを取得する。
　次に、演算部３１０は、データベース３２０から取得した制御プログラムのバージョン
番号と、空気調和機１００の制御プログラムのバージョン番号とを比較し、番号が古いか
否かなどの適当な基準により、書き換えの要否を判定する。
【００６０】
（Ｓ７１１）
　演算部３１０は、ステップＳ７１０で制御プログラムの書き換えが必要と判定した場合
は、その制御プログラムを携帯電話２００に送信する。
（Ｓ７１２）～（Ｓ７１５）
　実施の形態２の図６で説明したステップＳ６１１～Ｓ６１４と同様であるため、説明を
省略する。
【００６１】
　なお、図７において、空気調和機１００の機種番号と制御プログラムのバージョン番号
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を同時にサーバ３００へ送信することを説明したが、これらを別個に送信してもよい。一
括で送信する場合は、通信が１度で済むため便宜であるが、鳴動音のパターンが複雑にな
るため、適宜適切な手法を用いればよい。
【００６２】
　以上のように、本実施の形態３では、空気調和機１００の機種番号とともに制御プログ
ラムのバージョン番号を音出力し、制御プログラムの書き換えが必要な場合のみ最新の制
御プログラムを取得する。
　そのため、書き換え作業を行う必要のない場合にこれを省略でき、メンテナンス作業な
どの効率化に資する。
【図面の簡単な説明】
【００６３】
【図１】実施の形態１に係るサポートシステムの構成図である。
【図２】データベース３２０が格納している情報テーブルの構成とデータ例を示すもので
ある。
【図３】空気調和機１００のメンテナンス作業時に、図１のサポートシステムを利用する
際の、各機器の動作シーケンスを示すものである。
【図４】図３の動作シーケンスにおける空気調和機１００の動作フローである。
【図５】音出力部１２０が、リモコン１５０が送信する特殊モード信号の指示に応じて音
を出力する際の鳴動パターン例である。
【図６】実施の形態２における制御プログラムの書換動作シーケンスを説明するものであ
る。
【図７】実施の形態３における制御プログラムの書換動作シーケンスを説明するものであ
る。
【符号の説明】
【００６４】
　１００　空気調和機、１１０　受信部、１２０　音出力部、１３０　メモリ、１４０　
制御部、１５０　リモコン、２００　携帯電話、３００　サーバ、３１０　演算部、３２
０　データベース、４００　ネットワーク。
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